
専門看護師認定審査受験資格要件等の変更について 

 

 

2014年 第24回専門看護師認定審査より、受験資格要件や審査方法を以下の通り変更しまし

た。  

 

1． 看護実績報告書について 

審査の効率性・客観性を考慮し、受験者数の拡大を図るため以下の通り変更した。 

 旧 2014年度以降 

位置づけ 
二次審査において、筆記試験の採点結

果と総合的に判定する 

一次審査において、筆記試験の受験資格

のうち実務研修要件を満たすか判定する 

提出時期 
二次審査（筆記試験）の 1か月前（2013

年度は 9月 26日提出期日） 

9月初旬 

事例数 

実践：2 例 

コンサルテーション：1例 

調整：1 例 

倫理調整：1例 

教育：1 例 

研究：1 例 

実践：1例 

コンサルテーション 

調整          

倫理調整 

教育：1例 

研究：1例 

評価方法 

点数評価 

600点満点の 420 点（70％）以上が合

格 

 

筆記試験の受験の可否を判定 

 

2． 急性・重症患者看護分野における受験資格（実務研修要件）の変更 

成人領域での実績は必要であることから、「専門看護分野におけるフィールドについて」

変更した。 

旧 2014年度以降 

クリティカルケアを要する患者が 50％以上

を占めている病棟等でのクリティカルケア

看護の実務研修。 

クリティカルケアを要する患者が 50％以上

を占めている病棟等でのクリティカルケア

看護の実務研修。1年以上は成人領域とする。 

（但し、2014年度は移行期間とし、新基準

の適用は 2015年度の審査からとする。） 

 

3． 申請書類「推薦書の廃止」について 

所属施設の上司等からの「推薦書」を廃止した。 

うち 2つを選び 

各 1事例を 

提示する 

 


